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9-5  安全衛生管理体制 

 

 

 

法が要求する安全衛生管理体制  

法が要求する安全衛生管理体制として、当該事業場の業種及び事業場規模に

応じて（図表 10-6参照）総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安

全衛生推進者等、産業医、作業主任者を選任し、かつ、調査審議機関である安

全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会を設置することが基本である。 

その他、特定元方事業者（一の場所において行なう事業の仕事の一部を請負人に請け負わ

せているもののうち建設業等の特定事業を行うもの）においては、仕事の種類及び現場規

模に応じて統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者(建

設業)、安全衛生責任者等の選任が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 


